
【資料５】 

 

協議５ バス路線廃止の意向の申出について 

 

１ 概要 

  秋田中央交通(株)では、慢性的な乗務員不足で、独自の制度の創設など、自助努

力を続けているが、抜本的な解決には至っておらず、乗務員確保が困難な状況とな

っている。 

そのような中、安全運行およびコンプライアンスの面から、乗務員数に応じたバ

ス路線規模に縮小する必要があるとして、同社から秋田県生活交通対策地域協議会

に対し、令和８年９月３０日でのバス路線廃止の申出があり、それを受けて同協議

会から秋田市に対し、秋田市地域公共交通協議会において協議し結果を報告するよ

う通知があったことから、協議を行うものである。 

 

２ 申出の内容 

  資料５－１のとおり（秋田中央交通(株)より） 

 

３ 廃止可否（案） 

  事前に秋田中央交通(株)と協議の上、市として次のとおり判断した。 

№ 路線名 

起 点 市の意向・方針 

経由地 R8.9.30 

廃止可否 
理由等 

終 点 

1 
土崎・秋田厚生 

医療センター線 

土崎駅前 

廃止 

見送り 

マイタウン・バス北部線による代替

が考えられるが、同路線は令和８年

１０月から運行形態の大幅な見直し

を予定しており、現時点で当該路線

バスの廃止による旅客の利便への影

響が判断できないことから、廃止見

送りとする。 

自衛隊前 

秋田厚生医療 

センター前 
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